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受
給
資
格
の
あ
る
方
に
つ
い
て
、

７
月
中
に
自
動
更
新
処
理
に
よ
り
所

得
判
定
し
、
個
別
に
通
知
い
た
し
ま

す
。

※
住
所
変
更
、
保
険
変
更
等
が
あ
っ

た
場
合
は
届
け
出
が
必
要
で
す
。

▼
重
度
心
身
障
が
い
者
医
療
費
給
付

事
業
と
は
、
次
の
対
象
者
が
医
療


関
で
支
払
っ
た
費
ዿ
の
全
部
ま

た
は
一
部
を
助
成
す
る
制
度
で

す
。

※
保
険
適
ዿ
外
の
費
ዿ
、
食
事
療
養

費
に
つ
い
て
は
対
象
外
で
す
。

※
こ
の
制
度
に
は
所
得
制
限
が
あ
り

ま
す
。

▼
対
象
者

　

市
内
に
住
所
を
有
す
る
方
で
、

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
、
２
級
の
所

持
者

②
療
育
手
帳
Ａ
１
、
Ａ
２
の
所
持
者

③
身
体
障
害
者
手
帳
３
級
所
持
者
で

Ｉ
Ｑ
50
以
下
の
方

④
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級

の
所
持
者(
精
神
病
床
に
お
け
る

入
院
を
除
く
)

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

社
会
福
祉
課　

障
が
い
支
援
班

　
　
　
　
　
　
　

☎
82
‐
９
５
１
９

▼
内
容　

精
神
保
健
・
福
祉
・
医
療

に
関
す
る
相
談(
心
の
相
談
、
精

神
疾
患
の
医
療
・
日
常
生
活
・
社

会
復
帰
に
関
す
る
こ
と
、
認
知
症
、

ア
ル
コ
ー
ル
・
薬
物
依
存
、
ひ
き

こ
も
り
、
思
春
期
問
題
等
に
関
す

る
こ
と
)

▼
専
門
医
に
よ
る
相
談
日

　
　
　
　
　
　
　
　

６
月
22
日
㈭

▼
相
談
場
所　

中
部
保
健
所

※
前
日
午
前
中
ま
で
に
予
約
受
付

※
面
接
相
談

▼
問
い
合
わ
せ
先　

中
部
保
健
所

　
　
　
　
　
　
　

☎
62
‐
９
１
７
１

　

こ
れ
ま
で
全
て
の
受
給
者
に
提
出

を
お
願
い
し
て
い
ま
し
た
が
、令
和
４

年
度
か
ら
受
給
者
の
現
況
を
公
簿
等

で
確
認
す
る
こ
と
で
、現
況
届
の
提
出

は「
原
則
不
要
」と
な
り
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、一
部
の
受
給
者
に
つ
い
て

は
引
き
続
き
手
続
き
が
必
要
に
な
り

ま
す
の
で
、個
別
に
通
知
い
た
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　

　

社
会
福
祉
課　

子
育
て
支
援
班

　
　
　
　
　
　
　

☎
82
‐
９
５
１
９

▼
対
象
者　

家
族
が
心
の
病
や
ひ
き

こ
も
り
を
し
て
い
て
悩
ん
で
い
る

保
護
者
の
方
々

▼
日
時　

６
月
17
日
㈯

　
　
　
　
　
　
　
　

10
時
〜
12
時

▼
開
催
場
所　

ユ
ニ
ー
ク　
　
　

　
　
　
　
　
　

(
大
字
津
久
見
浦
福
)

▼
参
加
費　

無
料

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

臼
津
あ
け
ぼ
の
会　

神
田

　
　
　
　
　
　
　

☎
77
‐
４
１
１
８

　

生
活
の
こ
と
な
ど
、
お
困
り
ご
と

は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　

相
談
員
に
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。(
要
予
約
)

▼
日
時　

６
月
28
日
㈬

　
　
　
　

13
時
30
分
〜
15
時
30
分

▼
場
所　

市
役
所
会
議
棟
会
議
室

　
　
　
　
　
　

(
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
隣
)

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

社
会
福
祉
課　

生
活
支
援
班

　
　
　
　
　
　
　

☎
82
‐
９
５
１
９

▼
６
月
の
設
置
日

５
日
㈪
・
12
日
㈪
・
19
日
㈪
・

26
日
㈪

▼
設
置
時
間　

８
時
30
分
〜
12
時

　
　
　
　
　
　

13
時
〜
16
時
30
分

※
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
に
は
細
心

の
注
意
を
払
っ
て
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　

　

社
会
福
祉
課　

障
が
い
支
援
班

　
　
　
　
　
　
　

☎
82
‐
９
５
１
９

重
度
心
身
障
が
い
者
医
療
費
給

付
事
業
受
給
資
格
の
自
動
更
新

に
つ
い
て 福

祉

情

報

心

の

健

康

相

談

「
心
の
病
」
家
族
相
談

６
月
手
話
通
訳
設
置
日

児
童
手
当
・
特
例
給
付
の

　
　
　
「
現
況
届
」
に
つ
い
て

困
り
ご
と
・
心
配
な
こ
と

　
　
　
　
お
気
軽
に
ど
う
ぞ
！
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第
１
種
普
通
自
動
車
運
転
免
許
を

取
得
し
よ
う
と
す
る
身
体
障
が
い
者

に
対
し
、
免
許
の
取
得
に
要
す
る
費

ዿ
の
一
部
を
助
成
し
、
就
労
等
社
会

参
加
活
動
へ
の
推
進
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
ま
す
。

▼
助
成
対
象
者

津
久
見
市
に
住
所
を
有
し
、
身
体

障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
、

障
害
程
度
等
級
表
の
１
級
か
ら
４

級
ま
で
の
障
が
い
を
有
す
る
者
で

免
許
の
取
得
に
よ
り
社
会
参
加
が

見
込
ま
れ
る
者
。

▼
助
成
経
費

免
許
取
得
に
直
接
要
し
た
費
ዿ
の

３
分
の
２
以
内
の
額
と
し
ま
す
。

た
だ
し
、
そ
の
額
が
10
万
円
を
超

え
る
と
き
は
、
10
万
円
を
限
度
と

し
ま
す
。

※
助
成
金
の
交
付
は
、
１
人
１
回
限

り
と
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

社
会
福
祉
課　

障
が
い
支
援
班

　
　
　
　
　
　
　

☎
82
‐
９
５
１
９

　

公
的
助
成
を
受
け
ら
れ
な
い
軽

度
・
中
度
の
18
歳
未
満
の
聴
覚
障
が

い
児
に
対
し
て
補
聴
器
購
入
費
ዿ
等

の
一
部
を
助
成
し
、
言
語
の
習
得
や

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
等
の
成

長
及
び
教
育
等
に
お
け
る
健
全
な
発

達
を
支
援
し
ま
す
。

▼
助
成
対
象
者

津
久
見
市
に
住
所
を
有
し
て
い
る

方
で
、

①
両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
30
デ
シ
ベ

ル
以
上
で
、
法
令
の
規
定
に
基
づ

く
補
聴
器
の
交
付
対
象
と
な
ら
な

い
方

②
補
聴
器
・
人
工
内
耳
の
装
ዿ
に
よ

り
、
言
語
の
習
得
等
一
定
の
効
果

が
期
待
で
き
る
と
医
師
に
判
断
さ

れ
た
方

※
本
人
ま
た
は
世
帯
員
の
う
ち
市
町

村
民
税
所
得
割
の
納
税
額
が
46
万

円
以
上
の
方
が
い
る
場
合
は
助
成

の
対
象
外
で
す
。

▼
対
象
経
費

・
新
規
補
聴
器
を
購
入
す
る
費
ዿ

・
補
聴
器
・
人
工
内
耳
の
修
理
に
要

す
る
費
ዿ

・
耐
ዿ
年
数
経
過
後
に
補
聴
器
を
更

新
す
る
費
ዿ

▼
負
担
割
合

対
象
経
費
の
３
分
の
２
を
助
成
し

ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

社
会
福
祉
課　

障
が
い
支
援
班

　
　
　
　
　
　
　

☎
82
‐
９
５
１
９

　

在
宅
の
障
が
い
児
お
よ
び
そ
の
家

族
の
た
め
の
、療
育
相
談
を
行
い
ま
す
。

▼
日
時　

６
月
11
日
㈰

　
　
　
　
　
　
　
　

９
時
〜
15
時

▼
場
所　

交
流
セ
ン
タ
ー
す
く
ら
む

　

臼
杵
市
大
字
臼
杵
72
‐
１
３
７　

▼
相
談
内
容　

口
腔
衛
生
・
療
育
訓

練
・
日
常
生
活
・
進
路(
就
学
)福

祉
サ
ー
ビ
ス
等

※
専
門
ス
タ
ッ
フ
が
対
応
し
ま
す
。

※
予
約
制

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　

さ
ぽ
ー
と
セ
ン
タ
ー
風
車

　
　
　
　
　
　
　

☎
63
‐
５
８
８
８

※
各
講
座
等
の
開
催
の
有
無
に
つ
い

て
は
、
問
い
合
わ
せ
先
に
お
尋
ね

く
だ
さ
い
。

療

　

育

　

相

　

談

身
体
障
が
い
者
自
動
車
運
転

　
　
免
許
取
得
助
成
に
つ
い
て

軽
度
・
中
度
聴
覚
障
が
い
児

　
　
　
　
　
　
支
援
に
つ
い
て

【内閣府】　「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」

― 「合理的配慮」を知っていますか ―

https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/

内閣府　政策統括官（政策調整担当）付　障害施策担当　TEL ０３－５２５３－２１１１（代表）

企業や店舗などの事業者等が、障害のある人に対して行うこととされる「合理的配慮の
提供」や「不当な差別的取扱いの禁止」などが令和６年４月１日より法的義務化されます。
障害者差別解消法により定められている事項について理解していただくために、イラス
トや動画を用いたコンテンツで構成されたサイトです。

障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト


